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１．はじめに 

 

水災防止対策においては，ハード対策の限界と共に，

ソフト対策との連携や，災害を押さえ込む“防災”から，

ある程度の被害を許容する“減災”を目指した対策への

転換の必要性が指摘され，多くの場面で論じられてきて

いる．しかし，これまでの研究では，どこにハード対策

の限界があるのか，どうソフト対策と連携を図るのか，

また減災対策を展開する際に重要となる被害の受容にど

う社会的同意を得るのかなどが，明確に論じられてはい

ない．それは，水災の発生確率や被害の規模，それらを

評価しての対策方針の決定など，一連のプロセスが体系

的に論じられていないことが要因ではないかと推察する． 

以上のような認識のもと本稿では，現在考えられる様々

な水災防止対策を，管理・実施する3つの局面（リスク

管理，危機管理，復旧・復興管理）から分類し，さらに

4 つのリスク対応方針（削減，回避，保有，移転）など

から分類して，水災防止対策の枠組図を作成し，ハード

対策とソフト対策，防災対策と減災対策の関係を俯瞰し

今後の対策の方向性について考察する．そして，今後の

方向性として，効率的・効果的な対策を展開するには，

安全工学の分野などで体系化が進んでいる“リスク管理”

の導入が必要なことを論じ，水災防止対策におけるリス

クの定義やリスクの評価方法，リスク管理の進め方など

について，現状の技術的課題も踏まえて検討・提案する． 

 

２．水災防止対策の枠組と研究の方向性 

 

本章では，水災防止対策の分類化を試み，その上でハ

ード対策とソフト対策，防災対策と減災対策の関係など

を俯瞰し，今後の対策の方向性について考察する．なお，

“水災”という言葉には，広義には津波や高潮，或いは

土砂災害も含まれる場合もあるが，本稿では降雨に起因

して発生する河川災害を対象として論じることにする． 

著者らが考える水災防災対策の枠組を図-1に示す．こ

の枠組図は，まず現在考えられる全ての水災防止対策を

管理・実施する局面（フェーズ）から時系列に3つに分

類して作成した．第1のフェーズは，災害の発生を抑制

して危機的状況にならないように対処する局面で，いわ

ゆる“リスク管理”を実施する局面である．第2のフェ

ーズは災害が発生した際の対策活動を行う局面で，“危

機管理”を実施する局面，第3のフェーズは災害発生直

後に応急的な復旧を行ったり，その後の抜本的な復興を

行う局面で，“復旧・復興管理”を実施する局面である．

なお，本稿では，3 つのフェーズの内，リスク管理フェ

ーズにおける対策をベースに検討を進める．次に，リス

ク管理フェーズにおける対策を，リスクの削減を目指す

“リスク削減”，リスクとの遭遇からの回避を目指す“リ

スク回避”，リスクの保有の受容を目指す“リスク保有”，

保険などによってリスクの移転を目指す“リスク移転”

の4つのリスク対応方針に分類した．さらに，施設整備

を主体とした対策を“ハード対策”と定義して，該当す

る対策にアンダーラインを引いた． 

この枠組図を，洪水を堤内地（居住地）側に氾濫させ

ないことを主な目的する対策を“防災対策”と定義して

俯瞰すると，防災対策とは 1)洪水防御，2)雨水の流出抑

制・制御であり，ハードを主体とした対策である．一方，

洪水が堤内地側に氾濫した際に被害を最小化することを

主な目的とする対策を“減災対策”と定義して俯瞰する

と，減災対策は3)安全な土地利用や4)被害を受容する土

地利用，5)保険制度の活用で，ソフトを主体とした対策

であり，ハード対策の限界や減災対策への移行の必要性

の指摘は，主に洪水防御対策を対象にしていると考えら

れる．ここで留意しなければならないのは，洪水防御対

策そのものに技術的限界があるのではなく（もちろんゼ

ロ災害を目指すことは，対象が自然現象（災害）であり，

事実上困難ではあるが），ハード対策を中心とした洪水

防御対策に今まで以上のコストをかけることに対する社

会的同意が得られないことを持って，限界と言われてい

るということである．2004年災では200名を超える死者・

行方不明者が風水害により発生し話題となったが，年間

千人単位での死者・行方不明者が発生していた1950年～

60年代から比較すれば大幅に減少しており，このことを
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洪水防御対策の効果が表れたものと評価することへの異

議は少ないが，年間十人単位，百人単位の死者・行方不

明者への対応として洪水防御対策を進めることには，社

会的同意が必ずしも得られないと推察することができる． 

すなわち，今後の水災防止対策の方向性として，ハー

ド対策や防災対策を今までどおり進めるにしても，ソフ

ト対策や減災対策に主体を移行するにしても，社会的同

意が得られる説明性の高い効率的・効果的な対策を展開

するには，水災の発生確率や被害の規模，それらを評価

しての対策方針の決定など，一連のプロセスを体系的に

論じる必要があり，そのためには安全工学の分野などで

体系化が進んでいる“リスク管理”の導入が必須である

と考える．そこで本稿では，水災防止対策におけるリス

クの定義やリスクの評価方法，リスク管理の進め方など

について，現状の技術的課題も踏まえて検討・提案する． 

 

３．水災防止対策へのリスク管理導入 

 

(1) リスクの定義 

水災防止対策におけるリスクを定義する場合，リスク

をどのような視点に立って捉えるかによってその定義は

大きく変わってくる．河道内の洪水時の水位が計画高水

位に達することをリスクと考えるならば，すなわち洪水

位が計画高水位に達すれば破堤すると仮定するならば，

水災防止対策におけるリスクは，アメリカ原子力委員会

などで使用される１）式-1で定義することができる． 

リスク＝発生確率×被害規模     (式-1) 

また，あくまでも堤防が破堤することをリスクと考え

るならば，リスクはMITによる定義，式-2となる． 

リスク＝Hazards／Safety Guards 

＝潜在危険性／安全防護対策  (式-2) 

さらに，堤内地（居住地）側から，すなわち住民が水

災に遭遇することをリスクと考えるならば，リスクはハ

インリッヒの産業災害防止論による定義，式-3となる． 

リスク＝（1)×(2)×(3)        (式-3) 

(1)；潜在危険性が事故となる確率 

(2)；事故に遭遇する可能性 

(3)；事故による被害の大きさ 

水災防止対策においてリスクの定義に式-2，3 を採用

する場合は，堤防の安全性に関する技術の確立が必須で

ある．しかし，堤防は過去の被災経験などを踏まえてそ

の形状が決まっており，現在の技術では基礎地盤や堤防

の土質から浸透による破堤の危険性などは評価できるが，

破堤する可能性を形状や土質から確率評価できるレベル

にはない．そこで，現状の技術レベルでは，自ずと式-1

を水災防止対策の定義とすることになるが，この式は単

純に掛け算の結果としてのリスク値でのみリスクを判断

するわけでなく，発生確率と被害規模の大小関係でリス

クを捉えることができ，リスクを評価し対応方針を決定

する場合にも有効で優れたリスク定義である．そこで，

以下，式-1を水災防止対策に適用する場合の課題と対応

方法について述べる． 

式-1を適用する場合，洪水位が計画高水位に達する“発

生確率”をどう求めるかが重要になってくる．現在の洪

(注)　1.復旧・復興管理フェーズの対策枠組は，被災の規模などに応じて，リスク管理フェーズで
　　　　策定した復旧・復興計画に基づく対応となる．
　　　2.アンダーライン対策は，ハード対策（施設整備を主とした対策）を示す．

気象予測等施設の整備；雨量レーダー，雨量観測施設，水位観測施設，等

BCP（Business Continuity Plan）の策定促進・誘導，等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　；洪水ハザードマップの活用，等

防災（水防）訓練，避難訓練，等；洪水ハザードマップの活用，等

BCPの策定促進・誘導，等；洪水ハザードマップの活用，等

防災計画書の策定；避難情報，情報伝達経路，避難・避難経路等の規定，等

水防計画書の策定；水防情報，情報伝達経路，重要水防箇所等の規定，等

復旧・復興管理フェーズ（Reconstruction Management Phase）
　※災害発生直後に応急的な復旧を行ったり，その後の抜本的な復興を行う局面

情報伝達（共有）網整備

情報伝達（共有）施設の整備；光ケーブル，CCTV，等

10)避難等

避難誘導，等；洪水ハザードマップの活用，等

堤防（危険箇所）の巡視，等

9)水防活動

堤防の洗掘，漏水対策；木流し，月の輪，等

越水対策；土のう積み，等

6)危機管理フェーズへの備え

危機管理計画の策定等

住民等への周知

氾濫水の拡散防止，排出，等
その他

その他

住民参加の防災（水防）訓練，避難訓練

5)保険制度の活用：リスク移転（Risk Transfer）
その他

住民説明会；洪水ハザードマップの活用，等

その他

水災保険加入促進

その他

田畑の保全（農業振興地域の設定）

家屋の雨水貯留施設（補助制度）

土地利用誘導（耐浸水型の家屋（工場）建設への誘導を含む）

7)復旧・復興管理フェーズの備え

復旧・復興計画の策定等

救助，救援，等

土地利用規制

水災防止対策

開発許可

規　制

流出抑制（増加防止）

貯留施設；調整地，貯留管，等

河道内・流域での整備

堤防強化

氾濫域での整備

洪水調節施設；ダム，遊水地

破堤しない堤防；スーパー堤防

洪水防御施設の量的整備

リスク管理フェーズ（Risk Management Phase）
　※災害の発生を抑制して危機的状況にならないよう対処する局面

1)洪水防御：リスク削減（Risk Reduction）

破堤しにくい堤防；洗掘対策，浸透対策，越水対策，耐震対策，等

河道（流下断面）拡大；河道掘削，堤防嵩上げ，引堤

二線堤，輪中堤，宅盤の嵩上げ，等

洪水防御施設の質的整備

誘　導

気象情報，洪水情報，氾濫情報，等

避難情報，等

水災危険性の周知；洪水ハザードマップの活用，等

その他

その他

水災危険性の周知；洪水ハザードマップの活用，等

4)被害を受容する土地利用：リスク保有（Risk Retention）

森林の保全・整備

防災拠点等の整備

2)雨水の流出制御・抑制：リスク削減（Risk Reduction）

その他

浸透機能の確保；透水性舗装，等

その他

施設整備

貯留施設（制御機能のないもの）；グランド，駐車場，等

流出制御

施設整備

雨水浸透阻害行為の許可，等

避難場所，避難経路の整備

防災拠点（防災ステーション，水防拠点，等）の整備

気象予測・洪水予測・氾濫予測体制の整備

情報伝達(共有)網の整備

気象予測等体制の整備

復旧・復興計画の策定

復旧・復興計画の関係機関における調整（計画共有）

8)危機管理情報の受発信（共有）

3)安全な土地利用：リスク回避（Risk Avoidance）

線引き（市街化区域，市街化調整区域の設定）

危険区域の設定

浸水被害の許容（誘導）

住宅地等における床下浸水の許容；洪水ハザードマップの活用，等

農地等の一時的浸水の許容；洪水ハザードマップの活用，等

危機管理フェーズ（Crisis Management Phase）
　※災害が発生した際の対策活動を行う局面

図-1 水災防止対策の枠組 

 



水防御計画では，一般的に図-2のプロセスを踏んで基本

高水（ハイドログラフ）が決定され，それをダムや遊水

地などの洪水調節施設で調節した後に河道を流下してく

るピーク流量を対象にして，準二次元不等流計算により

洪水位を求めている．その水位の発生確率は，基本高水

を決定する際に決めている“計画規模”をベースに各河

道断面でＨ－Ｑ式（水位流量曲線式）を作成して求める

ことになる．計画規模は，表-1に示す“河川の重要度”

から決まっており，一般的に一級河川の主要な区間はＡ

～Ｂ級，一級河川のそのほかの区間及び二級河川におい

ては，都市河川はＣ級，一般河川は重要度に応じてＤ級

あるいはＥ級が採用されている例が多い２）． 

すなわち，現在の洪水防御計画では，降雨量から流量

を求め，その流量から水位を求める手順となっており，

降雨量の年超過確率が降雨量から求まる水位の生起確率

に連動している．しかし，降雨は量だけでなく，“時間

分布”や“地域分布”によっても表されるもので，降雨

発生時の土壌の状態（降雨の河川への“流出率”や，土

壌が飽和状態となるときの雨量“飽和雨量”）と共に，

流量に大きな影響を与えることなどから，雨量と流量は

1：1の関係にはない．さらに，計画の降雨継続時間の設

定によっては，計画規模に対応する降雨量や“降雨の引

き伸ばし率”も変わり，流量の計算値も大きく変化する．

したがって，水災防止対策でリスク管理する場合の“発

生確率（計画規模の逆数）”に対応する水位は，一般的

に現在用いられている計画規模相当の雨量から流量を求

める“雨量確率”手法によるのではなく，過去の実績流

量を確率処理して直接計画規模に相当する流量を求める

“流量確率”手法によるべきと考える． 

なお，流量と水位の関係においても，水位は洪水発生

時の河道の状況（河床材料，砂州，樹木の繁茂状況など）

や河口の水位の影響を受け，流量と水位も1：1の関係に

はない．しかし，洪水の流れにくさを表現する“粗度”

に，近年の大規模な洪水の逆算粗度（現場に残された洪

水の痕跡に水位の計算値が近似するよう求めた粗度）を

用いることによって，流量から相応の安全性が確保され

た水位の再現ができ，大きな問題は生じないと推察する． 

式-1の“被害額”は，洪水位が計画高水位に達した時

に破堤すると仮定して，氾濫シミュレーションを行い算

出する．著者らが考える被害額算出における課題と対応

策などについては，木村ら３）を参照したい． 

 

(2) リスクの評価 

水災防止対策におけるリスクは，前節で述べた方法に

より“発生確率”と“被害規模”を求め，図-3を基本に

評価（対応方針を検討）することを提案する．すなわち，

被害規模が大きく発生確率も高い“領域Ａ”のリスクに

対してはリスク削減を，被害規模は小さいが発生確率の

高い“領域Ｂ”にはリスク削減またはリスク保有を，被

害規模は大きいが発生確率が低い“領域Ｃ”に対しては

リスク移転を，被害規模が小さく発生確率も低い“領域

Ｄ”にはリスク保有を基本的な対応方針と考える．なお，

リスクの回避となる“安全な土地利用対策”は，人口動

態や都市政策などの影響を強く受け，リスクの発生確率

と被害規模の関係からだけで評価できる対策でないこと

から，リスク対応方針図にリスク回避は記載していない．

また，同対策は，被害を最小化する上では最も効果的な

究極的な対策ではあるが，現実的には現状の社会・経済

を支える土地利用の実態や歴史的経緯，地理的条件など

から非常に実現性の低い対策と言わざるを得ないという

側面もある． 

具体の対策は，水災防止対策の枠組（図-1）に示した

リスク対応方針毎の各対策について，費用対効果（Bene

発
生
確
率

被害規模

<領域Ｃ>
リスク移転

<領域Ｄ>
リスク保有

<領域Ａ>
リスク削減

<領域Ｂ>
リスク削減

又は
リスク保有

 
図-3 水災防止対策におけるリスク対応方針 

 

流域の重要度，既往洪水群，事業効果等

基本高水の決定

計画規模の決定

河川の重要度

実績降雨(群)
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図-2 基本高水決定プロセス２） 

 

表-1 河川の重要度と計画の規模２）

河川の重要度 計画の規模（対象降雨の降雨量の超過確率年）※

Ａ級 200以上

Ｂ級 100～200
Ｃ級 50～100
Ｄ級 10～50
Ｅ級 10以下

（注)　※は年超過確率の逆数．　　　　　　　

 



fit／Cost）を算出し，地域（住民）などの意向も踏まえ

て決定することが，最も社会的同意を得やすいと考える． 

 

(3) リスク管理の進め方と危機管理への移行 

筆者らが考える“リスク管理”を進めるためのシステ

ムを図-4に示す．まずは，水災防止対策の対象とする洪

水として，近年の最大規模の洪水，計画規模の洪水（基

本高水），計画規模を上回る洪水（超過洪水）などを選

定する．流域が広く降雨の地域分布・時間分布によって

支川・本川の流量が大きく異なってくる場合には，基本

高水を決定する際に検討した他の洪水パターンも対象と

する必要がある．これら洪水が発生した場合に，現況の

河道を洪水がどう流下するのか，どこで溢れ，どう氾濫

するのかをシミュレーションしてリスクシナリオを作成

する．そして，各々のリスクを算定し，リスク対応方針

を検討する．具体の対策は，水災防止対策の枠組（図-1）

から選択し，費用対効果が最も大きくなる対策を基本に

地域（住民）などの意向確認を進めるが，費用対効果が

1を下回ったり，地域（住民）などの同意が得られない

場合には，シナリオの作成，あるいはリスク算定，リス

ク評価から再検討する必要がある． 

このように，水災防止対策の枠組と連動させてリスク

を管理を行うことが，ハード対策とソフト対策，防災対

策と減災対策の適切な連携，役割分担につながると推察

する．さらには，被害を受容する土地利用などの対策に

も社会的同意が得やすくなる．なお，複数の河川の影響

（氾濫被害など）を受ける地域では，リスクの発生確率

のベースとなる計画規模の決定方法（河川間のバランス）

が重要となる．基本的には，発生確率を計画規模の逆数，

被害規模を想定氾濫区域内の資産として，それを乗じて

リスク値を算出し，そのリスク値が河川の重要度に応じ

て同程度になるよう計画規模を決定すべきと考える． 

“リスク管理”から“危機管理”への移行も，リスク

管理で作成したシナリオを基に検討することにより，ス

ムーズな移行が可能になると推察する．洪水の状況に応

じて，どこまでを水防活動で守るのか，避難誘導に重点

を置くのかは，事前にシナリオを策定して検討すること

が重要である．また，リスクの定義でも河川水位を基準

にすることを提案したが，危機管理においても同様に河

川水位を基準に危機管理行動（活動）を規定すべきと考

える． “水防計画”は河川水位を基準にして活動が規定

されているが，従来，“地域防災計画”では避難勧告，

避難指示などの基準が市町村長の判断に任されており，

明確な基準が規定されていなかった．近年は，避難勧告

の遅れなどの指摘を受け，避難勧告などの基準に河川水

位との連動が進められているが，災害対策基本法で“防

災業務計画”の策定を規定されている指定公共機関も含

め，全ての機関の“防災計画”が同じ基準（河川水位）

で危機管理行動を規定することが，関係機関の適切な連

携につながると推察する．国土交通省中部地方整備局で

は，指定公共機関も含めた52の機関からなる「東海ネー

デルランド高潮・洪水協議会(作業部会)４）」を組織して，

危機管理行動計画の策定を進めているが，このような取

り組みが今後重要になってくる．なお，同協議会では，

中部地域で想定される最大規模のハザードを想定して危

機管理計画の策定を目指しているが，“危機管理”や“復

旧・復興管理”では，想定される最大規模のリスクを想

定することも重要な視点である．計画目標を大きくする

とその対策費用も増大するハード対策に対し，ソフト対

策は大幅な対策費用の増大に繋がらないことや，最大の

リスクへの備えはそれを下回るリスクへの冷静・的確な

対応につながるとの推察がその理由である． 

 

４．おわりに 

 

本稿では，水災防止対策の枠組を示した上で，水災防

止対策にリスク管理を導入する場合の課題と対応策を提

案した．水災防止対策，特に洪水防御計画は，いわゆる

経験工学と言われる分野であり，定量的な判断を求めら

れるリスク管理には馴染まない事項が種々存在するが，

社会的同意を得て水災防止対策を実施し，国土・国民の

安全を確保していくためには，クリアすべき必須の課題

である．本稿がその一助になれればと考える． 
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